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1 はじめに 

インターネット広告市場は年々拡大しており，電通が

発表した「2010 年日本の広告費」[1]によれば，日本国内

におけるインターネット広告の位置づけはテレビ広告に

次ぎ，2 位となっており，今後も更なる成長が見込まれる．

この理由として，インターネットは多数の消費者に対し

て，個々の属性に合わせた広告の提供が可能であり，か

つ広告が消費者に与えた影響 を計測しやすいという性質

をもったメディアであることが考えられる．その具体的

な仕組みとして広く利用されている広告技術が，行動タ

ーゲティング広告である．行動ターゲティング広告とは，

Web サイトの検索や閲覧の履歴など，インターネット利

用上の行動履歴を収集，分析し，消費者の関心事にあっ

た広告を適切なタイミングで配信する広告手法である．

行動履歴を収集するという仕組みの性質上，行動ターゲ

ティング広告が消費者のプライバシーを侵害するもので

あるとの見方も強く，法的規制の必要性についての議論

や，広告ブロック技術の研究などが行われている．しか

しながら，行動ターゲティング広告に対するニーズが確

かに存在している現状において，これを規制または排除

することは，せっかくの機会を失うことになる．本稿で

は，インターネット広告市場における行動ターゲティン

グ広告の位置づけと重要性を踏まえ，プライバシー問題

を解決しながら，現状の行動ターゲティング広告を維持

する仕組みについて検討する． 

2 行動ターゲティング広告 

2.1 行動ターゲティング広告の仕組み 

複数の広告掲載サイト（以下，媒体社と呼ぶ）をネッ

トワーク化して，ネットワーク内での行動履歴情報をも

とに，広告を配信するサービスのことをアドネットワー

クと呼んでいる．アドネットワークを提供する企業（以

下，アドネットワークと呼ぶ）は，消費者の行動に関す

る様々な情報の収集および分析を行って，得られた消費

者の人物像の情報（以下，プロファイルと呼ぶ）をもと

に，消費者個々にマッチした広告を提供し，その対価と

して広告主から報酬を受け取る．また，媒体社に対して

は，広告表示枠の提供を受ける代わりに報酬を支払う．

アドネットワークが用いるターゲティング手法には様々

なものが存在するが，分析処理，推薦処理，集計処理の 3

ステップに分けることが出来る点については，多くの手

法において共通している．各処理の概要を図 1に示す． 

 分析処理 

消費者が媒体社のホームページを訪問した際に，アド

ネットワークは消費者の行動履歴などの情報を収集し，

それらの情報に対して分析を行う．分析によって生成さ

れたプロファイルをプロファイルデータベースに保存す

る．プロファイルと消費者の紐づけを行うための方法と

して，HTTP クッキーなどを利用する．また，多数の消費

者から収集したプロファイルに対して，データマイニン

グなどの分析を行うことで，あるプロファイルに対して

どの広告を表示すると高い効果が得られるか．といった

情報を抽出し，推薦用データベースに保存する． 

 推薦処理 

アドネットワークは，プロファイルと推薦用データベ

ースを用いて，消費者に適していると考えられる広告を

推薦し，消費者はこれを端末上に表示する． 

 集計処理 

アドネットワークは，広告主に広告料を請求するため

に必要な広告のインプレッション数（表示数）またはク

リック数の情報を収集する． 

図 1 代表的な行動ターゲティング広告 

2.2 プライバシーに関する問題 

総務省が行ったアンケート【2】によれば，行動ターゲ

ティング広告に対して肯定的な消費者は約 33%，肯定的

ではない消費者は約 67%という結果が出ている．肯定的

ではない理由としては，アドネットワークの情報収集に

対して，プライバシーの不安を感じているか，そもそも

広告に対して興味がないかのどちらかであり，行動ター

ゲティング広告における大きな課題はプライバシー問題

であることが分かる．日本とアメリカにおいては，行動

ターゲティング広告による情報収集は，個人を識別する

ことが可能な情報は収集していなければ，プライバシー

の侵害にあたらないとしている．しかし，個人を特定す

ることは出来なくても推察することは可能であることか

ら，プライバシー侵害にあたるのではないかという意見

も多く，消費者とアドネットワークではプライバシーに

対する認識にずれがある．この認識のずれが，消費者の

プライバシーに対する不安に繋がっていると考えるが，

ずれを無くすことは現実的には困難な状況にもある．そ

こで，本稿では，消費者が抱えるプライバシーの不安を

解消することが，行動ターゲティング広告におけるプラ
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イバシー問題を解決することにつながると考え，解決の

足掛かりとして不安の原因を以下に整理する． 

(1) どのような情報を収集されているのか把握できない 

情報収集は，Web サイト閲覧時などのバックグラウン

ドで行われていることが多く，消費者がアドネットワ

ークの収集活動に気が付いていないケースは多い．ま

た，収集活動を認識している消費者であっても，具体

的にどのような情報が収集されているのかが把握出来

なかったり，アドネットワークが収集する情報の一覧

を公開している場合でも，消費者がその公開情報を理

解するだけの技術知識が備わっていないケースもある． 

(2) 収集された情報の分析によって，知られたくないこ

とまで推察されているかもしれない 

アドネットワークは，収集した情報を用いて消費者の

人物像を推察し，広告効果との関係性を分析する．消

費者にとっては，収集される情報が明確であったとし

ても，それらの情報を用いて行われる推察をコントロ

ール出来ないのであれば，プライバシーに対する不安

は解消されない． 

3 プライバシー保護方式の検討 

3.1 前提 

行動ターゲティング広告においてプライバシー保護を

実現するための研究として，アドネットワークが消費者

の情報を収集せずにターゲティングを行う方式【3】や，

Facebook の会員登録情報などに頼ってターゲティングを

行う方式【4】などが提案されている．これらの方式では，

アドネットワークが入手出来る情報量を制限しているた

め，現状の行動ターゲティング広告と同等のターゲティ

ング精度を保つことの難しさが課題と言える．裏を返せ

ば，アドネットワークが入手出来る情報量が変わらなけ

れば，現状の行動ターゲティング広告の精度を維持する

ことが出来ると言える．アドネットワークにとって，タ

ーゲティング技術は市場競争力の重要な一要素であり，

プライバシー保護の実現と引き換えにターゲティング精

度を低下させることは，受け入れ難い提案となるはずで

ある．そこで本稿では，アドネットワークが必要とする

情報を整理し，プライバシー保護方式の検討において以

下の点を前提とした． 

前提： 現状の行動ターゲティング広告を維持するため

に，アドネットワークは，プロファイルと広告

インプレッション数及びクリック数の入手が必

要不可欠である 

3.2 要件の抽出 

前提を満たすためには，消費者はアドネットワークへ

の情報提供が避けられない．この点を踏まえ，方式検討

の要件を以下に整理する． 

 分析処理の要件 

・ アドネットワークは，プロファイルを入手出来るこ

と 

・ アドネットワークが，消費者とプロファイルの内容

を紐づけ出来ないこと※ 

※インターネット上の公開情報などを利用して，消費者とプロファイルの

内容が紐づけられる危険性については，本稿では考慮していない 

 推薦処理の要件 

・ アドネットワークは，消費者のプロファイルに適し

た広告を推薦出来ること 

・ アドネットワークが，広告の推薦処理から広告を要

求した消費者のプロファイルを特定出来ないこと 

 集計処理の要件 

・ アドネットワークは，広告インプレッション数，ク

リック数を入手出来ること 

・ アドネットワークが，広告インプレッション数，ク

リック数と消費者を紐づけ出来ないこと 

3.3 課題の抽出と実現の可能性 

 3.2 で述べた要件の中で，十分に検討が必要とされる項

目を本研究における解決すべき課題として設定する．以

下に示す 2つの課題を解決することにより，プライバシー

問題を解決しながら，現状の行動ターゲティング広告を

維持する仕組みを提案出来るものと考える． 

分析および集計処理における課題は以下の通りである． 

課題 1： アドネットワークが，収集した情報の内容と消

費者を紐づけすることの出来ない情報収集方式 

実現の可能性としては，以下の 2通りが考えられる． 

A) 消費者の IDを匿名化して収集する 

B) 消費者から収集する情報（行動履歴など）の内容を

秘匿化して収集する 

次に，推薦処理における課題は以下の通りである． 

課題 2： アドネットワークが，広告の推薦処理から広告

を要求した消費者のプロファイルを特定出来な

い広告推薦方式 

課題 2の実現の可能性としては，以下の 3通りである． 

A) 消費者は，匿名で広告要求を行う 

B) 消費者が，プロファイルをアドネットワークに明か

すことなく広告要求を行い，その応答を得る 

C) アドネットワークは，広告の推薦に必要な仕組みを

消費者に提供し，プロファイルと広告のマッチング

処理を全て消費者側で実行する 

4 まとめと今後の方針 

本稿では，行動ターゲティング広告においてプライバ

シーの保護を実現するために必要な要件と，実現に向け

て取り組むべき課題の抽出を行った．今後は，それらの

課題を解決するための要素技術について調査し，方式の

検討を行う．さらに，それらの方式案に対し，広告ビジ

ネスにおける制約と技術面の制約を加えて検討すること

により，実現性の高さを意識した方式を提案する． 
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